
忠岡町建設工事制限付一般競争入札実施要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、忠岡町が行う建設工事にかかる制限付一般競争入札（以下「一般競争

入札」という。）の執行に関し、必要な事項を定めることにより、契約事務の円滑な執行

を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「建設工事」とは、建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第 

１項に規定する建設工事をいう。 

（一般競争入札による契約対象建設工事） 

第３条 本町で発注する建設工事のうち、建築工事については設計金額が8,000万円以上、

土木工事及びその他の工事については設計金額が4,000万円以上の工事を一般競争入札に

よって契約事務の執行を行うことができる。 

（一般競争入札等の参加資格） 

第４条 一般競争入札に応募しようとする者は、次の各号に掲げる要件を満たさなければな

らない。 

(1) 建設業法第３条の規定による建設業の許可を受け、かつ、忠岡町建設工事入札参加資

格を得ている者。ただし、町内に本社を有する業者においては、参加資格を得た後１年

を、その他の業者については２年をそれぞれ経過していること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の４の

規定に該当しない者であること。 

(3) 建設業法第15条の規定に基づき特定建設業の許可を得ていること。ただし、必要がな

いと認められるときは、この限りでない。 

(4) 経営事項審査結果通知書の総合数値が、それぞれ一般競争入札に付する対象工事につ

いて、町長が定める数値に該当すること。 

(5) その他別に定める資格要件に適合すること。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は一般競争入札に応募することができない。 

(1) 工事請負にかかる忠岡町建設工事等指名停止要綱により指名停止期間中の者 

(2) 本町にかかる請負契約に関して、以下の事項に該当し、請負人として不適当である 

と認める者 

   イ 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負人及び関係者が従

わないことなど、請負契約の履行が不誠実な者 

   ロ 一括下請、下請代金支払の遅延、特定資材の購入強制等について、本町及び関係

行政機関からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であると認められる者 

(3) 忠岡町建設工事等暴力団対策措置要綱第２条の規定により、競争入札への参加を除外 

された者 

(4) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成17年法律第87号）第64条に 

よる改正前の商法（明治32年法律第48号）第381条第１項の規定による会社の整理を命 

ぜられている者 



(5) 民事再生法（平成11年法律第225条）に基づき再生手続開始の申立てがなされている 

者 

(6) 会社更生法（平成14年法律第154条）に基づき更正手続開始の申立てがなされている 

  者 

(7) 安全管理の改善に関し、労働基準監督署等の指導があり、これに対する改善義務を 

怠るなど請負者として不適当であると認めた者 

(8) 賃金支払いに関する労働省からの通報があり、当該状態が継続しているなど、請負者 

として不適当であると認めた者 

(9) その他、忠岡町建設工事等指名業者選定委員会（以下「委員会」という。）において 

不適当であると認める者 

３ 前２項に規定する要件に、次の各号に掲げる条件を付すことができるものとする。 

(1) 忠岡町建設工事等請負業者指名基準（以下「指名基準」という。）における入札参 

加資格に係る等級別格付 

(2) 当該対象工事と同規模以上の施行実績及び技術的適性 

(3) 設計金額が１億円未満であれば、指名基準第３条に定める業者 

(4) 町発注工事の受注額の状況 

(5) 対象工事に配置予定の現場代理人及び監理技術者等の適正な配置 

(6) その他当該対象工事について必要な事項 

（一般競争入札実施の公告） 

第５条 一般競争入札の実施にあたっては、忠岡町契約規則（平成11年忠岡町規則第７号。

以下「契約規則」という。）第６条の規定に基づき７日間（休日、祝日を除く。）とし、

次の各号に掲げる事項を公告する。 

（１） 入札に付する事項 

（２） 入札に参加する者に必要な資格 

（３） 資料配付日及び入札場所、日時 

（４） 契約条項を示す場所 

（５） 入札保証金に関する事項 

（６） 施行令第167条の10第２項に規定により最低制限価格を設けたときは、その旨 

（７） 提出させるべき書類 

（８） 契約が議会の議決を要するものであるときは、仮契約を締結する旨 

（９） 無効な入札となる該当事項 

（10） その他入札に関し必要な事項 

２ 前項の公告は、忠岡町役場前掲示場及び町ホームページに掲示する。 

（一般競争入札の応募及び資格審査） 

第６条 一般競争入札への参加資格要件を満たした者（以下「入札参加資格者」という。）

は、応募締切日までに入札参加申込書を提出しなければならない。 

２ 前項により一般競争入札に応募した者について、委員会は、公告に定めた資格要件等の

項目に従い資格審査を行う。 

第７条 委員会は、資格審査を行った結果を公表し、不適格者についてはその者に書面によ

り通知するものとする。 



（共同企業体による入札） 

第８条 本町が発注する建設工事のうち、共同企業体方式による契約事務を行う工事につ 

いては、第３条から第７条までの規定を準用するほか、必要な事項は、委員会において決

定する。 

（入札） 

第９条 入札は、競争入札に付する建設工事毎に執行するものとする。 

第10条 入札参加資格者は、代表者印又は委任者の印を持参のうえ、入札書を提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項の入札参加資格者が代理人をもって入札をさせるときは、委任状を持参させなけれ

ばならない。 

（禁止行為） 

第11条 入札参加資格者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法

律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

２ 入札参加資格者が連合し、又は不穏な行為をなす等の事実や疑いがある場合において、

公正な入札執行が確保できないと認めるときは、入札を延期し、又は取りやめることがあ

る。 

（入札の無効） 

第12条 次の各号に該当する入札行為は、無効とする。 

（１） 競争入札に参加する資格を有しない者が行った入札 

（２） 委任状を持参しない代理人が行った入札 

（３） 次の事項の記載のない入札 

イ．入札金額 

ロ．工事名 

ハ．入札参加資格者の指名及び捺印 

（４） 入札金額を訂正した入札 

（５） 誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札 

（６） 郵便、電報又は電話による入札 

（７） 第１回入札金額の根拠となった工事費積算内訳書の提出のない者の行った入札   

（８） 忠岡町契約規則第19条第１項に定めるもののほか、その他に関する条件に違反した

入札 

（入札の宣言） 

第13条 副町長は、入札を執行しようとするときは、入札に付する案件名を告げ、入札の執

行を宣言するものとする。 

２ 前項の場合において、議会の議決を必要とする契約にあっては、落札決定後に仮契約書

により仮契約を締結し、議会の議決を得たときに本契約とみなし、改めて契約の締結をし

ない旨を宣言するものとする。 

（開札） 

第14条 開札は、入札書の提出後直ちに当該入札場所において、入札者を立ち会わせて行わ

なければならない。 

２ 副町長は、補助者をして開札することを告げ、直ちに入札書を開封し、その適否の審査



を行わなければならない。 

３ 副町長は、開封した入札書を入札価格順に整理し、直ちに封書した予定価格調書を開封

して入札価格との対比を行わなければならない。 

（入札回数） 

第15条 入札回数は、原則として３回とする。 

（入札参加辞退の自由） 

第16条 一般及び指名競争入札において、入札参加資格を得た業者の入札行為への参加辞 

退はこれを妨げない。 

２ 町は前項により入札参加を辞退したことを理由に、業者への一切の不利益な処分は行 

わないものとする。 

（入札保証金） 

第17条 入札に参加しようとする者は、入札保証金を納付しなければならない。ただし、 

契約規則第８条に基づき、入札保証金を免除することができる。 

（落札者の決定） 

第18条 落札者は、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のう 

ち、最低の価格をもって入札した者とする。ただし、最低制限価格を設けない入札につ 

いては、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者とする。 

２ 落札となるべき同価格の入札をした者が２者以上あるときは、その場においてくじに 

より落札者を決定する。 

（発注の見通しに関する事項の公表） 

第19条 毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する次の事項について公表する 

ものとする。 

（１） 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要 

（２） 入札及び契約の方法 

（３） 入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期） 

２ 毎年度４回、四半期毎に公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更

がある場合には、変更後の当該事項を公表するものとする。 

（入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表） 

第20条 町長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表

しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

（１） 施行令第167条の５第１項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び

当該を有する者の名簿 

（２） 施行令第167条の11第２項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び

当該資格を有する者の名簿 

（３） 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準  

２ 公共工事（予定価格が130万円を超えないものを除く。）の契約を締結したときは、当

該工事ごとに次に掲げる事項を公表するものとする。 

（１） 施行令第167条の５の２の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定

め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格 

（２） 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称



並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者

を参加させなかった理由 

（３） 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名し

た理由 

（４） 入札者の商号又は名称及び入札金額（随意契約を行った場合を除く。） 

（５） 落札者の商号又は名称及び落札金額（随意契約を行った場合を除く。） 

（６） 施行令第167条の10第１項（施行令第167条の13において準用する場合を含む。）の

規定により、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低

の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした

理由 

（７） 施行令第167条の10第２項（施行令第167条の13において準用する場合を含む。）の

規定により、最低制限価格を設け、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせ

ず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込

みをした者を落札者とした場合における、最低制限価格未満の価格をもって申込みを

した者の商号又は名称 

（８） 施行令第167条の10の２第１項若しくは第２項の規定により落札者を決定する一般

競争入札（以下「総合評価一般競争入札」という。）又は施行令第167条の３におい

て準用する施行令第167条の10の２第１項若しくは第２項の規定により落札者を決定

する指名競争入札（以下「総合評価指名競争入札」という。）を行った場合における

次に掲げる事項 

イ 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由 

ロ 施行令第167の10の２第３項（施行令第167の13において準用する場合を含む。）の

規定により定めた基準 

ハ 施行令第167条の10の２第１項（施行令第167の13において準用する場合を含む。）

の規定により価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利なものをもっ

て申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由 

ニ 施行令第167条の10の２第２項（施行令第167の13において準用する場合を含む。）

の規定により落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が

当該地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした

場合におけるその者を落札者とした理由 

（９） 次に掲げる契約の内容 

イ 契約の相手方の商号又は名称及び住所 

ロ 公共工事の名称、場所、種別及び概要 

ハ 工事着手の時期及び工事完成の時期 

ニ 契約金額 

（10） 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由 

３ 町長は、前項の公表について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、

変更後の契約に係る同項第９号ロからニまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなけ

ればならない。 

（その他の定め） 



第21条 その他入札の実施にあたって、この要綱に定めのない事項、又はこの要綱によりが

たい場合は、委員会が定める。 

 

 

（附 則） 

この要綱は、平成７年12月１日をもって施行する。 

（附 則） 

この要綱は、平成11年４月１日から施行する。 

（附 則） 

この要綱は、平成13年４月１日から施行する。 

（附 則） 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

（附 則） 

この要綱は、平成24年７月１日から施行する。 

（附 則） 

この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

（附 則） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（附 則） 

この要綱は、公布の日から施行する。 


